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　初年次導入教育の実施形態の1つとして、各学問領域における専門的要素を採りいれた
演習形式の授業――入門演習・基礎演習といった科目名でよばれることが多い――が
ある。このような形態は、学生の学問的関心をはやい時期から呼びおこす、専門教育
への円滑な橋渡しを助ける、担当教員が専門教育をおこなうなかで培ってきた知識や
経験をいかすことができるといったメリットをもつ。本シンポジウムは、初年次導入教育
のなかでも、このような専門的要素を採りいれた演習形式の授業に焦点をあてる。そして、
初年次導入教育の教育目的を十分に達しつつ、その教育効果を高めるためには、初年次
導入教育のなかに専門的要素をどのように位置づけるべきかについて検討していく。
なお、本シンポジウムでは、社会科学分野における専門的要素の位置づけを中心に
あつかう予定である。
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１　ミニシンポジウムのねらい

　近時、初年次導入教育において、各学問領域にお
ける専門的要素を採りいれた演習形式の授業が実施
されることが増えている。このような授業形態は、学
生の学習意欲を喚起する、専門教育への橋渡しを行
う、学部専任教員を有効に活用して初年時導入教育
を実施できるといった点でメリットをもっている。これ
に対して、有効な初年次導入教育の実施という観点
からは、限られた授業時間のなかで専門的な事項の
教授と基礎的な学習能力（スタディ・スキル）の習得
とのバランスをどのようにとっていくか、初年次導入
教育の実施について十分なトレーニングを受けていな
い学部専任教員がどのようなことに留意して授業を実
施していくべきかなど、むずかしい課題も少なくない。
　本ミニシンポジウムは、上記のような状況を念頭に
おきつつ、初年次導入教育の設計あるいは実施に関
わっている4名からの報告によって、プログラムの設
計・運営上の留意点、授業の実施の成果などについ
て情報の共有を図り、出席者と報告者との間の質疑
応答によって、初年次導入教育の設計あるいは実施
に関わる各教職員への情報の提供を行うことを目指し
ている。

２　報告の概要

　本ミニシンポジウムでは、標記のテーマに関する総
論的な報告（第 1報告および第 2 報告）および事例
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の紹介（第 3 報告および第 4 報告）が行われた。そ
の概要は下記のとおりである。
第1報告
　広島大学では、初年次導入科目として少人数ゼミ
である「教養ゼミ」が開講されている。この「教養
ゼミ」は、全学的な教養教育科目の1つとして明確
な教育目標の下で実施されており、平成 9 年の開始
当初から相当の事案の蓄積があるなど、本ミニシン
ポジウムが対象とする授業形態について検討するに
当たっての貴重な取組みの1つといえる。第 1報告
では、「教養ゼミ」開講の経緯、授業の方法・運営
その他の概要、授業の成果と課題などの事項をとお
して、専門的要素を採りいれた初年次導入教育につ
いての総論的な報告が行われた。
第2報告
　初年次導入教育の主要な目的として、スタディ・ス
キルの修得が挙げられる。この点、本ミニシンポジウ
ムが対象とする授業形態の実施に当たっては、専門
分野によってスタディ・スキルの修得状況が異なって
いること、このような授業を担当することが多い学部
専任教員が有するスタディ・スキルならびにその伝達
方法についての知識・技能には相当の差異があること
などに留意して、効果的な教育を実施することが求め
られる。第 2 報告では、上記のような問題状況を念
頭におきながら、専門分野の違いに対応したスタディ・
スキル教育の在り方について事例報告と提言が行わ
れた。
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第3報告
　同志社大学商学部では、初年次導入科目として「ビ
ジネス・トピックス」が開講されている。同科目は、
ビジネスへの関心や専門科目への関心を高めることを
教育目標として設定し、担当教員の専門や関心を授
業内容に採りいれて授業展開を行っているなど、本ミ
ニシンポジウムが対象とする授業形態について検討す
るに当たっての貴重な取組みの1つといえる。第 3 報
告では、同志社大学商学部の「ビジネス・トピックス」
について、事例紹介というかたちで報告が行われた。
第4報告
　島根大学法文学部法経学科では、初年次導入科目
として「入門演習」が開講されている。この「入門演習」
は、スタディ・スキルの修得、ソーシャル・スキルの修得、
専門教育への橋渡しの3点を基礎的達成目標とする
全学のガイドラインを前提としつつ、社会科学を対象
とする法経学科独自の科目として実施されており、本
ミニシンポジウムが対象とする授業形態について検討
するに当たっての貴重な取組みの1つといえる。第 4
報告では、島根大学法文学部法経学科の「入門演習」
について、事例紹介というかたちで報告が行われた。

3　報告に対する質疑の内容

　本ミニシンポジウムにおいては、報告内容に関わる
事項、初年次導入教育全般に関わる事項などについ
て活発な質疑応答が行われた。質問およびそれに対
する報告者の応答のうち、標記のテーマとの関連が
深いものは下記のとおりである。

授業の実施体制・内容
・大学教育センターのような組織がない大学において、
組織的な初年次導入教育を行うための課題は何かとい
う質問がなされた。これに対しては、① 組織のなかに
初年次導入教育が必要なのだという実感がない段階で
あれば、危機感をもつところ――例えば、中退問題―
―から始める必要がある、② 初年次導入教育の意義
は理解されているがどのように実施したらよいか分から
ない、あるいは実施する人材がいないという段階であ
れば、教員自ら実施するか、外注を行うかを選択する
ことになる、③ ②の場合に教員自ら実施をするに当たっ
ては、教員同士で教材を開発したり、他大学の先進
事例を参照したり、TAおよび SAの効果的な活用を
試みたりするという方法があるとの応答がなされた。

・初年次導入教育に専門的要素を採りいれる方法とし
てどのようなものが考えられるかという質問がなされ
た。これに対しては、学生の気質と教員の気質が似
ているというところに着目して、教員が研究者として
行っていることを学生に実践させ、学生の自尊心をく
すぐるという方法が紹介された。
・第1報告において紹介された PBL に関して、各学
部の専門的な内容を採りいれたシナリオ作成を行うの
は難しいのかという質問がなされた。これに対しては、
PBLは医療関係において最初に実施されてきており、
そのような実践例に照らせば、ステップ・バイ・ステッ
プでより難易度の高い内容に進んでいくという方法も
可能であり、専門的な内容を採りいれたシナリオ作成
は行いやすいのではないかとの応答がなされた。
・任期付教員の授業内容と専任教員の授業内容に開
きがあるのではないかという質問がなされた。これに
対しては、① 任期付教員と専任教員との間で違いが
あるというよりは、教員の研究分野によって授業内容
の違いが生じている、② 授業内容の差を埋めるため
には情報交換会を開催しているとの応答がなされた。
・不合格者への対応について質問がなされた。これ
に対しては、①「優」を付けられるような教育成果を
上げるようにするという指針の下で授業を行っている、
② 学生の報告が単位を認定できる水準に達していな
い場合には、レポートを課すなどの対応をしている、
③「不可」とせざるを得ない場合には、再履修をして
もらっているとの応答がなされた。
・第 4 報告において紹介された「入門演習」と「基礎
演習」に関して、前者から後者に移行する際に内容
やレベルは変わるのかという質問がなされた。これに
対しては、「入門演習」は、レジュメの作り方、報告
の仕方などの社会科学一般に妥当する内容であるの
に対して、「基礎演習」は、法律系の教員1名、経済
系の教員1名がペアになり、1つのテーマ――例えば、
ネット社会における法律と経済、産業廃棄物をめぐる
法と経済など――に取り組むことで、学科の理念であ
る法経融合を実践しており、「入門演習」よりも専門
的な内容を扱う科目と位置づけられているとの応答が
なされた。

授業の教育効果
・学生からの声を集約する方法について質問がなされ
た。これに対しては、学期ごとにアンケートを実施し、
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自由記載欄を設ける、休憩時間等に直接学生の声を
聞くという方法で行っているとの応答がなされた。
・初年次導入教育がその後の専門教育にどのように影
響を与えているかという質問がなされた。これに対して
は、① 中退率に対して強い影響はみられないが、1年
次から2年次への進級に当たっての中退率の歯止めに
はなっている、② 専門教育への影響は専門教育への
関連づけによって異なるため、初年次から専門教育が
実施されるまでにどのようなカリキュラムでどのような学
習経験を提供するかについて議論をすることが必要に
なってくるという応答がなされた。
・第1報告において紹介されたPBLに関して、2年次
以降の専門教育に1年次のPBLがどのように役立って
いるかという質問がなされた。これに対しては、学際
的な学部・大学院や医療関係の学部では専門教育に
おいてもPBLを行っているとの応答がなされた。
・初年次導入教育の成果について質問がなされた。こ
れに対しては、受講前に比べて図書館に通うことが増
えたという学生が多いこと、受講している学部としてい
ない学部との間でレポートを適切に書ける学生の数に
違いがあること、中退者が減少していることなどが紹
介された。

学生の意識・能力
・大学は専門的な学問を深く学ぶための場所であると
考えて入学してきている学生と、基礎力が乏しい学生と
を、同じ枠組みで学ばせるのは、よいことなのか、悪
いことなのかという質問がなされた。これに対しては、
① 専門を学びたいという欲求はあるがそのための基礎
力をもっていない学生が多いと認識している、② 自分
はできると思っている学生に、できないことを自覚して
もらう――例えば、授業の冒頭で、ノート・テイキング
のテストを行う――ことや、できる学生とできない学生
を組ませて、グループのなかで教え合う関係にするとい
う共同学習を行うことが有効である、③ グループ単位
での課題と個人単位でのレポートを組み合わせること
で、いわゆる「ただ乗り」を防いでいる、④ 専門的な
学習をする前段階として初年次導入教育が必要である
と認識している、⑤ 教員が学生の取組みを見ていると
いうことを伝える――例えば、出来のよいレジュメに対
して丁寧なコメントを付して返却する――ことに意義が
あるのではないかという応答がなされた。
・専門科目（生理学）の基礎となる1年次の教養科目（数

学）の重要性を気づかせるよい方法はあるかという質
問がなされた。これに対しては、生理学を理解するた
めには数学が必要であるということを学生が理解して
いないのであるから、教養科目の有用性を説明するこ
とが重要であるとの応答がなされた。
・第 3 報告において紹介された「ビジネス・トピックス」
に関して、事業所見学を行う前に学生の問題意識を
喚起するための方法について質問がなされた。これ
に対しては、例えば、食品工場に行く前に、カレー
について調べさせ、情報をクラスで共有するという事
前学習の方法などが紹介された。

教員・職員の意識・能力
・教員への意識づけをどのように行うのかという質問が
なされた。これに対しては、① 全学的に一斉に意識
改革をしてもらうことは困難であると考えており、いわ
ゆる一本釣りのほか、興味をもった教員にワークショッ
プへ参加してもらい、時間をかけて意識改革を行って
いる、② 教員は自尊心をもっているので、無理な意識
づけはかえって逆効果になる可能性があるとの応答が
なされた。
・教材の統一と教員の裁量との兼ね合いに関して、教
材の統一によって教員個人の意識を高める機会を取り
上げているのではないかという意見が出された。これ
に対しては、重要な指摘であってそのような状況になら
ないように配慮することが最大の課題であると考えてお
り、最初は教員に対して手とり足とりのサポートを行い、
最終的には各学部の教員が教えるという状況にしたい
と考えているとの応答がなされた。
・アカデミック・スキルの教授法の基礎的な訓練として
どのようなことを実施しているかという質問がなされた。
これに対しては、新入生セミナーに関して、パッケージ
授業の内容の説明、マニュアルの配布などを行うとと
もに、個別の授業コンサルテーション・サービスとして、
アクティブ・ラーニングやグループ・ワークの方法に関
するセミナー等を提供してフォロー・アップを行ってい
くという方法が紹介された。
・初年次教育にふさわしい教員の資質について質問が
なされた。これに対しては、学生の躓く点を学生の感
覚で理解できる、従来の教授法を脱学習する必要が
あるといった点では若手の教員にメリットがあるが、年
齢だけが問題ではないとの応答がなされた。また、ア
メリカの状況――初年次導入教育をベテランの名のあ



第
３
ミ
ニ

140

る教員がよろこんで担当しているという話があるが、そ
の背景には、アメリカでは学部に所属しないまま学生
が入学してくるため、著名な教員が初年次導入教育を
担当し、各学部が優秀な学生を獲得しようとしている
という事情がある――が紹介され、どのような教員が
向いているかということと同時に、どうしたら教員のモ
チベーションを高められるのかという仕組みづくりを考
えなければいけないとの指摘がなされた。
・FD担当者や教員からみて、職員に期待していること、
職員がすべきことは何かという質問がなされた。これ
に対しては、① アメリカでは、授業のデザインは専門
職員の仕事であり、日本では、そのような職種はない
が、提案型の専門性をもった職員が必要であると考
えている、② 職員と一緒のテーブルで議論をすると、
教員とは異なる視線からアイディアを得ることができる
ため、職員も加わって議論を行うことが重要であると
考えているという応答がなされた。
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広島大学における初年次教育としての教養ゼミ
広島大学 大学院 総合科学研究科 教授 兼 
教養教育本部 副本部長（評価・改善担当） 於保　幸正
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専門分野の違いに対応したスタディ・スキル教育の在り方
愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室 副室長・准教授 佐藤　浩章
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同志社大学商学部における初年次導入教育
「ビジネス・トピックス」の概要と課題

同志社大学 商学部商学科 准教授 大原　悟務
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島根大学法文学部法経学科における入門演習
島根大学 法文学部法経学科 准教授 田坂　　晶
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Ṣ፼ởᄂᆮႆᘙễỄỉئỆấẟềẆ ẲẾẦụẲẺᛦ௹ Ὁ ౨᚛ỆᘻẼẰủẺᐯࠁỉᙸᚐửј

ௐႎỆ੩ᅆẲẆ ẦếẆ ဃငႎễᜭᛯửޒẴỦẺỜỆ࣏ᙲễ૰˺Ẇ ἩἾἎὅἘὊἉἹὅẆ

ấợỎἙỵἋỽἕἉἹὅửᘍạᏡщ

ίᾂὸ ಅಒᙲ

ṹܱ࢟७Ḡ፼ࡸ࢟

ṹӖᜒ࢟७Ḡᵏ࠰ഏμՃ̲࣏ ίᡫ࠰ὸ

ẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅᵐ ഏḠؕᄽ፼࠰ ίҞὸ

ẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅᵑ ᧉ፼ḩݦഏḠ࠰ ίᡫ࠰ὸẅẅẅẮủỤờ̲࣏ᅹႸ

ẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅᵒ ᧉ፼ḪݦഏḠ࠰ ίᡫ࠰ὸ

ṹ ᵏ ἁἻἋẝẺụỉܖဃૠḠᵏᵑ ӸЭࢸ

ẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅẅḵ ᵏ ဃửೞႎỆ࠰ ᵕ῍ ᵖ ếỉἂἽὊἩỆЎẬẆ

Ճầ˓ݦ ᵏ ἁἻἋẵếਃ࢘

ίᾃὸ Ẹỉ˂

ẅẅẅẅ Ὁ ૺഎࠗỊؕஜႎỆᛐỜễẟḵҞ ᵑׅˌɥỉૺഎࠗầẝẾẺئӳẆ ɧӧểẴỦ
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ᵐẅλᧉ፼ỉܱϋܾ

ίᾀὸ ወɟἩἿἂἻἲ

Ὁ ܖᙸ ίỉМဇ૾ඥẆ ૰౨ኧỉ૾ඥễỄỉᛟଢὸ

Ὁ ̬ͤሥྸἍὅἑὊᜒ፼ ί˂ỉ፼ἁἻἋỉܖဃểỉἅἱἷἝἃὊἉἹὅὸ

Ὁ ᏋႆἍὅἑὊᜒ፼ ίܖٻỂỉܖỎ૾ὸ

Ὁ ᘶЙᙸܖ

Ὁଐஜᘍ൶ૅࡃᙸܖ

Ὁࢫࠊᙸܖ

ὉჄ࠻ᙸܖ

ίᾁὸ ̾Кỉ፼Ểỉܱϋܾ

ẅẅẅẅḵφ˳ႎễܱϋܾỊẆ λᧉ፼ỉႸႎử᪽ࣞỆፗẟẺạảỂӲՃầൿܭ

ẅẅẅẅܱϋܾỉφ˳̊

Ṟ૨ྂ౨ኧỉ૾ඥ Ὁ ἾἊἷἳỉ˺૾ඥ Ὁإԓỉˁ૾ Ὁ ἾἯὊἚỉẨ૾ỉᛟଢ

ẅẅẅẅẅẅṟૼᎥᚡʙ Ὁʙբ᫆ Ὁᅈ˟բ᫆ử᫆ểẲẺإԓ

᫆̊ὸᴾὉ ẐૼᎥᅈᛟỂܖố Ẑ୍ټ᧓բ᫆ẑẑẅ Ὁ ẅẐ܇Ễờ࢘ềỉоᚨỆӼẬềẑ

Ὁ Ẑݴ᧚ᜂբ᫆ẑẅ Ὁ ẅẐࣱڡỉᨽဇὉЈငբ᫆ẑẅ Ὁ ẅẐരДСࡇỆếẟềẑ

Ὁ ẐᘶЙՃᘶЙСࡇỆếẟềẑẅ Ὁ ẅẐҾႆբ᫆ẑẅ Ὁ ẅẐίܖٻဃỉὸ Ꮀᩊẑݼ

Ὁ Ẑՠࡃᘑỉࣱ҄ ίᾏ൶ࠊɶࠊ࣎ᘑעὸẑẅ Ὁ ẅẐע؏Ể܇Ꮛềẑ

ṠૼễỄἘỿἋἚửဇẟẺإԓ

᫆̊ὸᴾὉ ෴܇ ẒᝅẦẰểỊ˴Ầẓ ඬૼޥ

ὉޛϋʑӪ ẒẐ̅ẟਾềỤủỦᒉᎍẺẼẑ Ịࠀᅈ˟ỉᝋࣉẦḘ˯Ể

ẅᴾẨዓẬỦᒉᎍẺẼỉܖщểನᡯẓ ἱἽỳ

Ὁɺࢀ፦ Ẓဋᑀщẓ ᵬᵦᵩ Ј༿

Ὁ൶ᕲᨙӮ ẒḜ ἚỸἴἿἅἉḜ ẦỤᛠớɭမኺฎẓ ή૨ᅈૼ

Ὁٻᇦ૨ᨺ Ẓᇤʗểπज़ẓ ɶπૼ

Ὁࢀ ẒܖٻဃỉẺỜỉჷႎѠࢍᘐẓ ᜒᛩᅈྵˊૼ

ίᾂὸ ٰ˞Ớỉᛢ᫆

φ˳̊ὸᴾὉ ૼửᛠỮẻạảỂἾἯὊἚ੩Ј

ẅẅẅẅẅẅ Ὁ ᘶЙͯᎮễỄ

ίᾃὸ ਃ࢘Ճ᧓Ểỉऴإσஊ

ẅЭᜒ፯ኳʕࢸấợỎࢸᜒ፯ኳʕࢸỆዮਙ˟ᜭửᘍẟẆ Ճ᧓ỂỉऴإσஊửỦ

ẅ Ὁ ̾Кỉ፼ỂᘍẾẺϋܾ

ẅ Ὁ ဃẦỤẝầẾẺ٣ỉᨼኖܖ

ẅ Ὁ ᧈഎࠗầዓẪܖဃồỉࣖݣ
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ᾂẅಅỉௐểᛢ᫆

ίᾀὸ ௐ

Ὁਃ࢘ՃỉݦᧉЎỆ͞ỦẮểễẪẆ ᅈ˟ᅹܖɟᑍỉؕஜʙử᪽ࣞỆܱϋܾửᚨܭ

ẅḵዮਙ˟ᜭỉئỂờᄩᛐ

ὉإԓấợỎإԓỉẺỜỉแͳỉ૾ඥỉ፼ࢽ

ὉإԓửӖẬềἙỵἫὊἚửẴỦ২ᘐỉ፼ࢽ

Ὁ܌ửᛠớ፼ॹ

ὉݲʴૠСỂႸầᘍẨފẪẺỜẆ ỆൢỀẨẆ٭ဃỉီܖ ᡆᡮễݣϼầӧᏡ

ίᾁὸ ᛢ᫆

Ὁਃ࢘Ճ᧓ỂဃẳỦܱϋܾỉီࠀồỉࣖݣ

ὉወɟἩἿἂἻἲỉˮፗỀẬỉϐᎋỉ࣏ᙲࣱ

Ὁ ᵐ Ճỉ࢘ഏỆấẬỦਃ࠰ Ẑᆰႉẑ

ẅḵ ᵐ ഏỂỊẆ࠰ Ҟ ᵐ ҥˮỉ Ẑؕᄽ፼ẑ ửܱẇ ᵐ ՃỊ࢘ဃỉਃܖഏỆấẟềỊ࠰ ᵏ

ՃỉộộỂẝỦẺỜẆ࢘ഏỉਃ࠰ ਃ࢘Ճểܖဃểầ᫊ửẝỪẶỦೞ˟ầݲễẪẆ ܱឋ

ႎỆਃ࢘ՃầဃਦݰỉࢫлửௐẺẴẮểầỂẨễẟ

ẅẅẅẅ Ὁ ፼ኒᅹႸỉࢫлЎਃởˮፗỀẬỉૢྸ Ὁଢᄩ҄ỉ࣏ᙲࣱ


